
別紙１②

舗装本復旧参考図
【例１】車道 舗装幅員4.0m以上の場合

【例２】舗装幅員4.0ｍ以上の道路で縦断掘削 【例３】舗装幅員4.0未満の道路の場合は
の影響幅が車道中央線未満の場合は、 車道全幅を復旧
中央線まで復旧

【例４】斜め掘削の復旧は、掘削影響幅を確保 【例５】掘削幅が異なる場合の復旧

して道路中心線に直角に復旧

【例６】人孔周囲の復旧 【例７】電柱の場合の復旧

※掘削範囲が非常に小規模な場合等で上記によりがたい場合は別途協議すること。


